
労働時間等の現状等について

平成２２年３月

厚生労働省 労働基準局

資料２
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（所定外労働時間：時間）
（総実労働時間：時間）

（所定内労働時間：時間）

（年度）

労働者１人平均年間総実労働時間の推移（年度、確報）

資料出所：厚生労働省「毎月勤労統計調査」

(注) １ 事業所規模３０人以上。

２ 数値は、年度平均月間値を１２倍し、小数点以下第１位を四捨五入したものである。

３ 所定外労働時間は、総実労働時間から所定内労働時間を引いて求めた。

４ 昭和５８年以前の数値は、各月次の数値を合算して求めた。

昭和 平成

総実労働時間

所定内労働時間

所定外労働時間
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（資料出所） 厚生労働省「毎月勤労統計調査」

　　　　 （注） 事業所規模３０人以上
（年度）
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（資料出所） 厚生労働省「毎月勤労統計調査」
　　　　 （注） 事業所規模３０人以上

（年度）

総実労働時間の推移

所定外労働時間

所定内労働時間

総実労働時間

年間総実労働時間の推移（パートタイム労働者を含む） 就業形態別年間総実労働時間及びパートタイム労働者比率の推移

一般労働者の総実労働時間

パートタイム労働者の総実労働時間

パートタイム労働者比率（単位％）

年間総実労働時間の推移を見ると、平成８年度頃から平成１６年度頃にかけてパートタ
イム労働者比率が高まったことが要因となって、総実労働時間は減少してきた。その後
パートタイム労働者比率は２割強で推移しており、総実労働時間も１，８００時間台前半で
推移している。
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週労働時間別雇用者等の推移

平成５年 平成１８年 平成１９年 平成２０年 平成２１年

週３５時間未満の者 ９２９万人 １２０５万人 １３４６万人 １４０７万人 １４３１万人

１８．２％ ２２．５％ ２４．９％ ２６．１％ ２７．０％

週３５時間以上

週６０時間未満の者

３６２５万人 ３５５３万人 ３４８２万人 ３４３７万人 ３３７７万人

７１．１％ ６６．４％ ６４．５％ ６３．７％ ６３．６％

週６０時間以上の者 ５４０万人 ５８０万人 ５５４万人 ５３７万人 ４９１万人

１０．６％ １０．８％ １０．３％ １０．０％ ９．２％

合 計 ５０９９万人 ５３５３万人 ５３９８万人 ５３９４万人 ５３１３万人

３０代男性で週労働時間６０時間以上の者

平成５年 平成１８年 平成１９年 平成２０年 平成２１年

週６０時間以上
の者

１５３万人 １８８万人 １７６万人 １７２万人 １５０万人

２０．３％ ２１．７％ ２０．２％ ２０．０％ １８．０％

※ 資料出所：総務省「労働力調査」

※ 上の表は雇用者についてのもの。ただし、「３０代男性で週労働時間６０時間以上の者」については、統計上の制約から、雇用者のみ

の数値が得られないため、下の表は雇用者だけでなく自営業主と家族従業者を含んだ就業者数により作成。

○ 週の労働時間が６０時間以上の者の割合は徐々に減少してきているものの、子育て世代であ
る３０代男性については、依然として高い水準で推移している。
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年次有給休暇の取得率等の推移
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（資料出所） 厚生労働省｢就労条件総合調査｣（平成１１年以前は「賃金労働時間制度等総合調査」による）

（注） １） 「対象労働者」は「常用労働者」から「パートタイム労働者」を除いた労働者である。

２） 「付与日数」には、繰越日数を含まない。「取得率」は、全取得日数／全付与日数×１００（％）である。

３） 平成18年以前の調査対象：「本社の常用労働者が30人以上の民営企業」→平成19年調査対象：「常用労働者が30人以上の民営企業」

（参考）平成１８年以前の調査方法による平成１９年の平均取得率 ４７．７％ 平成２０年の平均取得率 ４８．１％

年

取
得
率

日

(47.7)

●年次有給休暇の取得率については、近年５割を下回る水準で推移している。
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労働時間等に関する取組 
 

＜目標設定の経緯＞ 
● 昭和６１年１１月：「1980 年代経済社会の展望と指針」（閣議決定） 
・ 昭和６５（１９９０）年度までに年間総労働時間２０００時間へ向けて短縮 
 

● 昭和６３年５月：「世界と共に生きる日本」（閣議決定） 
・ 経済審議会建議「構造調整の指針」（昭和６２年５月 新前川レポート）の内

容を盛り込み、年間総労働時間１８００時間程度(注)に向けてできる限り短縮

することを目標。 
（以後、累次の政府経済計画（平成４年、７年、１１年）において政府目標として明記。） 

（注）完全週休２日制実施、有給休暇２０日完全消化のケースにほぼ対応。 
 

● 平成４年１０月：時短法に基づく「労働時間短縮推進計画」（閣議決定） 
・ 平成４年７月に制定された「労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法」（時

短法）に基づく計画。以前の政府経済計画と同じく年間総労働時間１８００

時間の目標を明記。 
・ 平成１７年度末、時短法を「労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法」に

改正して、労働時間短縮推進計画を廃止。  
5



＜施  策＞ 
● 労働時間の短縮について（労働基準法改正） 
昭和６３年４月：本則に週４０時間制を明記。ただし、段階的に移行。 
平成６年４月：一部の規模・業種の事業場を除き原則として週４０時間制。 
平成９年４月：特例対象事業場を除き全面的に週４０時間制。 
平成２２年４月：１か月６０時間を超える時間外労働について割増賃金率を５

０％以上に引上げ。 
 

● 年次有給休暇の取得促進（労働基準法改正） 
昭和６３年４月：①最低付与日数を６日から１０日に引上げ、②計画的付与制度

の導入。 

平成６年４月：初年度の継続勤務要件を１年から６か月に短縮。 
平成１１年４月： ２年６か月を超える継続勤務期間１年ごとに２日ずつに増加。 
平成２２年４月：労使協定により１年に５日分を限度として時間単位で取得可能。 

 

6



● 労働時間等の設定改善 
・法律面の整備 
平成１８年４月：労働時間の短縮だけでなく、労働者の健康と生活に配慮しつつ、

多様な働き方に対応したものへと改善するため、時短法を「労働時間等の設定

の改善に関する特別措置法」に改正（平成１７年１１月）し、施行。また同法

に基づき、「労働時間等見直しガイドライン（労働時間等設定改善指針）」（指針）

を策定し、適用。 
平成２０年４月：「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）憲章」及び「仕

事と生活の調和推進のための行動指針」を踏まえ、指針を全面改正（平成２０

年３月）し、適用。 
平成２２年４月（予定）：年次有給休暇を取得しやすい環境の整備に向け、指針を

一部改正（平成２２年３月）し、平成２２年４月から適用。 
・助成等 

労働時間等の設定改善に積極的に取り組む中小企業事業主等に対し助成（労働

時間等設定改善推進助成金、職場意識改善助成金）等。  
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● 総  論 
経済社会を持続可能なものとしていくためには、その担い手である労働者が、心身

の健康を保持できることはもとより、職業生活の各段階において、家庭生活、自発的な
職業能力開発、地域活動等に必要とされる時間と労働時間を柔軟に組み合わせ、心身共
に充実した状態で意欲と能力を十分に発揮できる環境を整備していくことが必要。 
（「労働時間等見直しガイドライン」より） 

 
 

● 労働時間等に関する問題 
☆ 正社員等の長時間労働者とパートタイム労働者等の短時間労働者との「長短二極化」 

☆ 週６０時間を超えて働く労働者が子育て世代でもある３０代の男性では５人に１人 

☆ 年次有給休暇の取得率については、近年５割を下回る水準で推移 

 

＜ 課 題 ＞ 
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労働時間等の設定の改善

労働時間等設定改善法及び労働時間等見直しガイドラインの概要

・ 労働時間、始業・終業の時刻、休日数、年次有給休暇の日数
や時季等の労働時間等に関する事項の設定を労働者の健康と
生活に配慮するとともに、多様な働き方に対応したものへ改善
すること

・ 事業主は、労働時間等の設定の改善を図るため、必要な措置
を講ずるよう努めなければならない

・ 国は、事業主等に対し援助等を行うとともに、必要な施策を総
合的かつ効果的に推進するよう努めなければならない

労働時間等設定改善指針の策定

事業主等が労働時間等の設定を改善するという努力義務に適
切に対処できるよう、具体的取組を進める上で参考となる事項を
掲げるもの

労働時間等設定改善委員会

・ 労使間の話合いの機会を整備するため労働時間等設定改善
委員会を設置

・ 一定の要件を充たす委員会には、労使協定代替効果、届出
免除といった労働基準法の適用の特例

労働時間等設定改善実施計画

２以上の事業主が共同して作成し、大臣承認を受けた場合、
計画内容の独禁法違反の有無を関係大臣が公正取引委員会
と調整

１ 基本的な考え方
（１） 労働時間等の見直しを含めた仕事と生活の調和の実現に向けた取組は、

・少子化の流れを変え、人口減少下でも多様な人材が仕事に就けるようにし、我
が国の社会を持続可能で確かなものとするために必要な取組であるとともに、

・企業の活力や競争力の源泉である有能な人材の確保・育成・定着の可能性を高
めるもの

（２） 経営者自らが主導して、職場風土改革のための意識改革等に努めることが重

要

（３） 「仕事と生活の調和推進のための行動指針」で定められた社会全体の目標の

内容も踏まえ、各企業の実情に応じて仕事と生活の調和の実現に向けて計画
的に取り組むことが必要

（社会全体の目標値）○「週労働時間60時間以上の雇用者の割合を10年後に半減」

○「年次有給休暇取得率を10年後に完全取得」 など

２ 仕事と生活の調和の実現のために重要な取組
（１） 労使間の話合いの機会の整備

○ 労働時間等設定改善委員会をはじめとする労使間の話し合いの機会の整備 等

（２） 年次有給休暇を取得しやすい環境の整備

○ 取得の呼びかけ等による取得しやすい雰囲気づくり

○ 計画的な年次有給休暇の取得 等

（３） 所定外労働の削減

○「ノー残業デー」、「ノー残業ウィーク」の導入・拡充

○長時間労働の抑制（長時間労働が恒常的なものにならないようにする等） 等

（４） 労働者各人の健康と生活への配慮

○特に健康の保持に努める必要があると認められる労働者

○育児・介護を行っている労働者

○単身赴任中の労働者

○自発的な職業能力開発を行う労働者 等への配慮

「労働時間等見直しガイドライン」
（労働時間等設定改善指針）※平成20年３月改正

のポイント
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「労働時間等設定改善指針」の趣旨・概要と今回の改正のポイント

労働時間等設定改善指針

【趣旨】
「労働時間等の設定の改善に関する特別措置法」に基づき、事業主等が、労働時間等の設定の改善について

適切に対処するために必要な事項について定めるもの。

※「労働時間等の設定」とは、事業主が労働時間、年次有給休暇等に関する事項を定めること。

【指針の概要（休暇に関する部分）】
○ 年次有給休暇の完全取得を目指した雰囲気づくりや、意識の改革を図ること。

○ 年次有給休暇の計画的な取得を図ること。

○ 週休日と年次有給休暇とを組み合わせた２週間程度の連続した長期休暇の取得促進を図るとともに、
取得時期の分散化を図り、より寛げる休暇となるよう配慮すること。

今回の改正のポイント

○ 「明日の安心と成長のための緊急経済対策」（平成２１年１２月８日閣議決定）において、「休暇取得促進への支援
措置」として、「労働時間等設定改善法に基づく『指針』を見直し、年次有給休暇を取得しやすい環境の整備に向け
た関係者の取組の促進を図る」ことが明記されたことを受けて改正するもの。

○具体的には、就業規則の改正など制度的な改善を事業主に促す事項として、次の項目を追加

・ 労働時間等設定改善委員会等において年次有給休暇の取得状況を確認する制度を導入するとともに、取得率
向上に向けた具体的な方策を検討すること。

・ 取得率の目標設定を検討するとともに、計画的付与制度の活用を図る際、連続した休暇の取得促進に配慮すること。
※ 「計画的付与制度」とは、年次有給休暇のうち、５日を超える分については、労使協定を結べば、計画的に休暇取得日を

割り振ることができる制度のこと。

・ ２週間程度の連続した休暇の取得促進を図るに当たっては、当該事業場の全労働者が長期休暇を取得できる
ような制度の導入に向けて検討すること。

※ その他育児・介護休業法の一部改正に伴う改正などを行う。

※ 施行日は平成２２年４月１日。ただし、育児・介護休業法の一部改正に伴う改正箇所は平成２２年６月３０日施行。10



 
「仕事と生活の調和推進のための行動指針」における数値目標 抜粋 

 
 

  数値目標設定指標 現状 
目標値 

５年後（２０１２年） 10 年後（２０１７年） 

Ⅱ
 

仕
事
以
外
の
時
間
が
確
保
さ
れ
、 

健
康
で
豊
か
な
生
活
が
で
き
る
社
会 

④ 労働時間等の課題について労使が

話し合いの機会を設けている割合 
41.5％ 60％ 全ての企業で実施 

⑤ 週労働時間６０時間以上の雇用者

の割合 10.8％ ２割減 半減 

⑥ 年次有給休暇取得率 46.6％ 60％ 完全取得 

⑦ メンタルヘルスケアに取り組んで

いる事業所割合 23.5％ 50％ 80％ 
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指標（現状値）の算定方法等【抜粋】 
 

④ 労働時間等の課題について労使が話し合いの機会を設けている割合 

【厚生労働省「平成19年労働時間等の設定の改善の促進を通じた仕事と生活の調和に関する意識調査」】企業

規模30人以上の農林漁業を除く全業種から無作為に抽出した企業における、「労働時間等設定改善委員会をは

じめとする労使間の話し合いの機会」を「設けている」と回答した企業の割合 

注）労働時間等設定改善委員会での話し合い以外にも、例えば、プロジェクトチームの組織化、労働組合と

の定期協議の実施、労使懇談会の開催等が含まれる。 

 

⑤ 週労働時間60時間以上の雇用者の割合 

【総務省「労働力調査」（平成18年）】非農林業雇用者（休業者を除く）総数に占める週間就業時間（年平均

結果）が60時間以上の者の割合 

 

⑥ 年次有給休暇取得率 

【厚生労働省「就労条件総合調査」（平成19年）】企業規模30人以上の企業における、全取得日数／全付与日

数（繰越日数を含まない） 

注）10年後の目標値としての「完全取得」とは、労働者が自ら希望する留保分を考慮したものである。 

 

⑦ メンタルヘルスケアに取り組んでいる事業所割合 

【厚生労働省「労働者健康状況調査」（平成14年）】10人以上規模事業所における「心の健康対策（メンタル

ヘルスケア）に取り組んでいる」と回答した事業所割合 

注）「心の健康対策（メンタルヘルスケア）」の取組内容としては、「相談（カウンセリング）の実施」、「定

期健康診断における問診」、「職場環境の改善」のほか、「労働者に対する教育研修、情報提供」、「労働

者の日常的に接する管理監督者に対する教育研修、情報提供」、「事業所内の産業保健スタッフ、人事労務

担当者に対する教育研修、情報提供」なども含まれる。 
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労働基準法の一部を改正する法律（平成20年法律第89号）の概要

平成２２年４月１日施行期日

（１） 時間外労働の削減

（２） 年次有給休暇の有効活用

法定割増賃金率の引上げ

代替休暇制度の創設

※ 中小企業は、当分の間、適用猶予

限度時間を超える時間外労働の労使による削減

1ヶ月60時間を超える時間外労働について、割増賃金率を５０％以上に引上げ（現行２５％）

労使協定により改正法による法定割増賃金率の引上げ分（注）の割増賃金の支払に代えて、有給の休
暇を付与することが可能に

(注） 例えば、５０％－２５％＝２５％ （簡便化のために引上げ前の割賃率を一律２５％とした場合の例）

特別条項付きの時間外労働協定で、限度基準告示上の限度時間（注）を超える時間外労働に対する
割増賃金率を法定（２５％）を超える率を定める努力義務
（注） 例えば、1ヶ月45時間、1年間360時間など

時間単位年休制度の創設 労使協定により、1年に5日分を限度として年次有給休暇を時
間単位で取得することが可能に
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